令和7年度第１回津島市子ども・子育て会議議事録

日時
令和７年８月20日（水）午前10時から正午まで
場所
津島市生涯学習センター　第６会議室
出席者
　渡辺（桜）委員、竹内委員、桑山委員、兼子委員、高嶋委員、望月委員、岡本委員、山田委員、花野委員、星野委員、川岸委員、佐藤委員、田中委員、菊田委員、横山委員
以上15名
欠席者
　猪飼委員、伊藤委員、澤村委員　以上３名
事務局
加藤こども健康部長、佐藤幼児保育課長、安藤指導保育士、瀧川幼児保育GL、朝岡主査、大川主事、健康推進課上野母子保健GL

１．開会　　　事務局

２．あいさつ　津島市長

３．議題
（１）第２期津島市子ども・子育て支援事業計画の実績報告について
（事務局説明）
　資料１、資料１-１に基づいて説明。資料１－1に数値の誤りがあるため、修正したものを議事録とともに送付する旨付言。
（会長）
　ありがとうございます。議題１について委員の方からご質問がございましたらよろしくお願いします。
（会長）
　私の方から1つよろしいですか。６ぺージの養育支援訪問事業のところで、実績の減少傾向にあるのは、他の電話相談・機関を利用しているという説明がありましたが、今アウトリーチが重要と言われているなかで、電話相談もするけれども実際に出向き、繋げていくというような、電話相談で事態が好転していくというようなデータはありますか。
（事務局）
　会長の質問についてですけれども、こども家庭センターの方で事業を実施しておりますが、幼児保育課の方で詳細が把握できておりません。どのようにつないでいるのか、こども家庭センターの職員だけではなく、ファミリーサポートセンターを紹介して家庭支援に入っていただいたりすることで接触するケースもございますので、一度確認し、ご報告させていただきます。

（２）津島市子ども条例推進計画の進捗状況について
（事務局説明）
　資料２－１、資料２－２、資料２－３に基づいて説明。
（会長）
　ありがとうございます。ただ今の説明について委員の方からご質問がございましたらよろしくお願いします。
（委員）
　学童保育です。今、子ども条例推進計画の中で計画通り進めていくという説明ですけれども、令和７年度の現状をお伝えしてもよろしいですか。学童保育は先ほどの説明もあった通り、年々利用児童数が増えています。小学生児童の減少に関わらず、利用者数が急増している状態であります。令和６年等の利用人数と比較して令和７年度８月現在の利用児童数は72名、市内で増えております。この数字というのは、もともとの子ども・子育て支援事業計画の令和７年度の量の見込みを17名上回る数字になっています。各施設、定員を設けて事業を行っていますが、９つある学童保育の中で、７ヶ所が定員を超えた人数での受け入れ運営を実施している状態になっております。やはり計画の中にもあるように、子どもたちの安心、安全な場所の提供ということを考えると、非常に子どもたちに窮屈な思いをさせてしまっている現状があります。
特にこの夏、これだけの気温になっていきますと、熱中症の懸念から、熱中症指数を参考に子ども達の外遊びのタイミングを計りますけれども、ほぼ外遊びができていません。夕方に少し外に出ることができるのかなというぐらいで、どうしても子ども達は施設の中で過ごさざるをえない毎日です。その施設が定員を超過してしまっている中で、現場も何とかして子どもたちに、安全かつ楽しい生活ができる場所の提供ができるように、日々奔走しているのが現状です。
先ほど事務局が説明いただいたように、南こどもの家、南小学校区の学童保育に関しては、令和８年度から新施設での運用ができるように計画を進めていただいているところであります。確かにその南こどもの家は、現状でも定員65名に対して利用児童数が77名、12名を超える人数での運用になっておりまして、市内では一番超過人数が多いクラブです。その部分の解消に向けて手だてを打っていただいていることは非常にありがたいところではありますが、その他の６ヶ所の学童保育に関しても、定員超過という状況は変わらずというかたちになっています。今、計画をすでに上回る需要になってしまっているっていうところで、場合によっては今後の計画の見直しも含めて、担当課と協議をしながら、子ども達がより安全、快適に過ごすことができ、保護者が子ども達を安心して預けられる学童保育所にしていけるように努力していきたいなと思っているところであります。
（会長）
今のご報告に対して何か事務局の方からありますか。
（事務局）
ご意見ありがとうございます。これは前からの課題の1つでありまして、子どもの数は減っているけれども、学童の利用人数が増えているのはやはり、共働きの家庭が増えているところにあるかなと思います。その定員をオーバーしたところをどうするのかというと、市として限られた施設の中でやっていかなければいけません。こちらとしても何か手だてがないかというところを探しているところでありますけれども、なかなか難しいところがあります。
小学校の中に、もし空き教室があればというところもありますが、なかなか小学校におきましても、特別支援学級というような教室を確保しなければならず、空き教室がないと話を受けております。ですが学校側としても、学童が今どのような状況かというご理解をいただいているところです。課題の1つとして挙げておりますが、今手詰まりな状態です。　　
これは市全体の大きな課題の1つでして、市長も認識をしております。ありがとうございます。
（会長）
ありがとうございます。令和８年度から南こどもの家が新しく建つのですね。多分、新しく建てるというのはハードルが高いので、どこか空いている場所や使っていない家とか・・・。今だと熱中症が怖いですけれども、冬は感染症があります。預けたから、病気になってしまったと言うと、信頼関係が崩れてしまうので、そこも含めて今後の継続課題ですね。他はいかがですか。
（委員）
お伺いしてみたいことがありまして、学校施設の整備というところで、体育館の修繕工事を行ったと書いてありますが、その時にエアコンは設置されているのでしょうか。修繕されていない体育館も含めてエアコンが設置されているのか伺いたいです。
（事務局）
エアコンにつきましては、すでに小中学校にスポットエアコンを設置させていただいております。今回の工事は、耐震に関するものになります。
（会長）
その他いかがですか。お願いいたします。
（委員）
体育館を夜間利用される方が見えるので、鍵をかけに行きます。先日の大雨の時、暁中がすごくダダ漏れの状態でバケツが置いてありました。たまたまそこの生徒さんと話をしましたが、教室も雨漏りするそうです。もう昔からということで、体育館というのは、避難所にもなる場所だと思います。台風とか大雨の時とかに、避難した方がいいけど雨漏りが待っているというのは何ともなりませんので。修繕というのを、優先的に考えていただいて、いろんなものを新しく建てるのもいいですが、そういった修繕についても意見として吸い上げていただけないかと。実際中学校のコミュニティスクールにも行きますが、やはりそういった修繕に関して、学校の方からお願いしてもなかなかやっていただけないっていう現状があるそうです。ですので、こういった会議の中で、意見として出させていただいて、手を打っていただきたいと思います
（会長）
今のところで、どれぐらい把握をされていて今後計画があれば教えてください。
（事務局）
担当課が学校教育課になります。今の進捗状況の方の16ページのところに、学校施設の整備が①のところにありまして、令和７年度が高台寺小学校体育館、天王中学校の長寿命化改修工事の実施設計です。多分、順次行っていくとは思いますが、学校教育課に共有させていただきます。ありがとうございます。
（委員）
　教育支援センターの充実で各中学校のホットルームを実際、利用されている方を把握されていますか。
（事務局）
申し訳ありません。資料が手元にございませんので、議事録送付の際に利用人数の資料を同封させていただきたいと思います。
（委員）
８ページの児童養護施設の短期利用というのは、利用件数は０件、先ほど資料1にもほぼほぼ毎年０件ということですけれども、児童相談所でも保護者が面倒をみることができないから、子どもを預かって欲しいという相談がしばしばありまして、児童相談所の一時保護するとなると行政処分、市のショートステイは契約、と大分意味合いが違います。保護者の方が気軽に、気持ちがいっぱいいっぱいになった時とか、ご家庭の事情があるときにもう少し利用できたらいいのにと思いますが、ずっと利用件数がないというのは、利用の要件が厳しいのでしょうか。あるいは、何か費用の問題であるとか、周知の方法の問題でしょうか。
（事務局）
ありがとうございます。実績の４件につきましては、保護者の緊急入院時に利用したものになります。０件の年度につきましては、相談は受けてはおりますが、実際の利用の前に解決したケースもあります。委員がおっしゃったようにＰＲ不足もあるかもしれませんが、料金については他自治体と同じぐらいで設定していると思います。施設につきましても、今まで３施設だったのを２施設増やしまして、今年度から５施設で対応しております。引き続き、児相からこども家庭センターに相談があれば、展開していくのではないかと思います。
（委員）
量の見込みは20以上ありますが、どのような根拠でだしたのですか。
（事務局）
第２期津島市子ども・子育て支援事業計画を策定する際にニーズ調査を行いだしております。
（会長）
　そうすると、近くに頼れる方がいないとか、ひとり親とかいろんな状況でショートステイ使えるなら使いたいという希望の方が、年間20人以上いるだろうというアンケート結果だったっていうことですかね。でも、利用者がほとんど０だったところはやはり気になるところではありますが、周知はＨＰですか。
（事務局）
　ＨＰです。相談があればこども家庭センターへつなげますし、またファミリーサポートセンター様でも同様の事業がありますので、紹介させていただいております。
（会長）
費用というのは、所得に応じて決まるのですか。
（事務局）
　費用については、基本料金がございまして所得に応じて減免がございます。
（会長）
　そうすると、情報がすぐ分かるＱＲとかがどこか必要な方達にすぐ目に入るといいですね。ＨＰとかだとまぁまぁハードルが高いので、そういったものが身近にあるとせっかく受入ができる体制があるので。
（事務局）
こども家庭センターと相談しながら詰めていきたいと思います。
（委員）
基本ショートステイは送迎を保護者でということだったと思いますが、先ほどの実績は緊急入院とのことでしたが、その場合はどのようにしたのですか。
（事務局）
　緊急入院の際は、他のご家族の方が送迎していただいたとのことです。
（委員）
　場所は津島市から離れた場所にありますか。ファミサポにも、送迎ができないのでお願いしたいとご相談がございましたので、差し支えなければ教えてください。
（事務局）
今回実績としてあげさせていただいた４名については、神島田小学校区でありますあいさんテラスで行っております。ただ、それ以外に市が契約している施設になりますと名古屋市、犬山市にありまして、あいさんテラス以外については遠方になっております。
（委員）
今の周知の部分ですと、資料に740件訪問されていた実績もありますので、その時に必要はなくても必要な時にご利用いただけるものがあればと思います。
（事務局）
これにつきましては訪問したときに、子育て支援施策については、チラシとか、子育てガイドブックを渡しております。その中で相談があり、こちらにクエスチョンが生じた場合はこども家庭センターにつなげて、こども家庭センターに動いてもらうシステムをとっております。今委員が言われましたショートステイの紹介・ＰＲについても、こども家庭センターと相談をしていきたいと思っています。
（会長）
　その他いかがですか。
（委員）
ファミリーサポートセンターの就学児童対象事業で、確保方策として令和６年度が979となっていますが、資料２-１でファミリーサポートの充実というところで、提供会員が234名となっているのですが、確保方策として提供会員数よりもかなり多い数が書いてあります。どういったことか理解ができなかったのでお願いします。
（事務局）
資料1の確保方策・量の見込みについてですが、量の見込みにつきましては、アンケート等をもとに、過去の実績も踏まえて量の見込みを設定しました。量の見込みが最初は1170から徐々に減っていくというかたちで作っていましたが、令和４年の見直しの際に実績との差が大きいということで、令和５年・令和６年につきましては実績をもとに、新たにとり直したものとなっております。確保方策につきましては、減らす前量の見込みにおいて、すべて賄えるというかたちで出しております。先ほどの提供会員との差ですが、確保方策は延べ日数になっており、提供会員につきましては、1人で月に何日かされていらっしゃる方もいるので、あくまで年間の確保方策の延べ人数となっております。
（委員）
　計画では（人日）となっていますが、これは年間ということですか。
（事務局）
　年間での集計となっております。
（会長）
　他はいかがですか。
（委員）
資料1ページの長期休暇の小学生の居場所についてですが、お弁当を作るというハードルがあるので、なかなか預けにくいという話も聞きます。できれば、そういった食事を提供できるような、民間の場所を借りたり学校の空き教室使ったりとかそういったことで支援することも一度考えていただきたいです。
（事務局）
ありがとうございます。居場所づくりも、利用者数がだんだん増えてきています。学童でなくてもいいけど夏休みになると子どもをどうしようということで、その際の預入先を、居場所づくりにさせていただいております。弁当の関係もいろいろご意見はいただいているようです。部屋も人が多いということで、どうしていくか考えております。今の居場所づくりにつきましては、放課後こども教室のところを利用させていただいているとので、環境的な部分はエアコンがついているので大丈夫かなとは思います。ですが、食事の面につきましては、何かあったら怖いというところがあり、保護者に責任をもってお願いしたいという当初の思いがあります。これについては、意見として賜りたいと思います。ありがとうございます。
（委員）
　学童は夏休みだけの利用はあるのですか。
（委員）
　はい、枠を設けて受入をしております。どうしても定員を超えている現場もございますので、定員を割っているところでの実施にはなっております。
（会長）
ありがとうございます。その他はよかったですか。私の方から資料２－１の３ページの⑤の、多文化共生の推進でオンライン交流事業をされていますよね。例えば不登校のお子さんとかもオンラインであれば、ビデオ通話を聞いているだけでも共有できるものとかあっていいのかなと思いました。それに関連して、その上の①の異年齢世代の老人施設と園児の交流はお互いにとっていいのかなと思います。コロナ禍で中止となっており引き続き様子をみるとありますが、これも行けないのであれば、せめてオンラインで行えるといいのかなと思いました。
14ページの子どもの安全安心を保障する取り組みのところで、子どもの人権教育は、保育所・こども園・小学校・中学校でどうされているのか教えていただけませんか。
（事務局）
津島市の人権計画をもとにしまして、公立のお話をさせていただきますと、０歳児のおむつの取りかえについても、目隠しを作りましてその中で必ず行うということは、職員も十分理解をして取り組んでいるところです。また、年齢によってやはりその感覚だったり、理解できることが違いますので、ちょうど水遊びの機会には、園だよりを通してプライベートゾーンというものがあると、短い文章で保護者にお知らせをしながら、活動を通して、子ども達に話をして、少しずつ理解をして小学校に上がっていけるように取り組んでいます。
また、小学校の先生とこないだお話をさせていただく機会がありまして、その際着替えのときに男女の入れ替えを行っていますとのことでした。どうしても保育所・こども園でも身体測定とかがありますので、今、市の看護師ともどうするか考えていかなければいけないと話しているところです。
（会長）
ありがとうございます。人権教育として、以前私が人権週間のときに小学校で人権教育の授業みたいなものをさせていただいたときには、視覚教材を使ってパネルシアターとか、絵本とかを使って、子ども自身が理解をして身を守る、逃げてもいいんだよという話もとても重要になってくるのかなと思いますね。
日進市の小学校では、人権教育専門の先生を呼んで子ども達への人権教育をするそうです。そういったこともやっていけるといいのかなと思います。
（委員）
今、人権教育の話が出たのですが、私も人権擁護委員をしておりまして、津島市内においては、毎年委員が幼児施設、認定こども園や保育所には、市内で決めて年間２ヶ所ずつ訪問をしています。小中学校について、小学校については、今年度12月の人権週間で、南小学校での人権教室が決まっております。そこで、小学校で子ども向け、低学年・中学年・高学年向けの人権図書20冊を学校に贈呈をさせていただいて、人権教室をあわせて行っています。朝礼から１時間目の事業を使って行うという授業です。そして中学校については、今年すでに神守中学校と暁中学校で、５月に人権教室から開催されました。これは津島市の人権擁護委員の協議会でやられていることですけれども、特に幼少期、そして小学校、中学校での人権意識という部分については、非常に細かく、委員が授業を行っていることを報告させていただきます。
（会長）
ありがとうございます。素晴らしいですね。本当に今たくさん絵本が出ていて、日本は遅れていますが、海外には４・５歳児の子どもが読んでも分かるような素晴らしい人権教育に関わる本がたくさん出ています。どんどん出ているので、そのあたり、保護者の見る機会もあると良いのかもしれん。
最後に、この児童対象にしたアンケート資料２－３、裏面の３で福祉課が行った、子どもの学習生活支援等に関するアンケート調査の対象人数が少ないのは、何か理由がありますか。インタビュー調査なら分からなくもないですが・・・。
（事務局）
ありがとうございます。福祉課が主でやっていますが、概要のところにも書いてありますが、学習生活支援業務に参加している子どもということで、低所得者、生活保護受給者の小学生中学生ということとなります。人数的に限られています。
（会長）
可能であれば、この人数であればインタビューとかで、より丁寧に聞くことができるといいのかなと思いました。アンケートだと聞かれている意図が難しいとか、自由に書くことが難しい。これが人と応答的に行うと、ポロポロと子どもの言葉で出すことができるのかなと思うと、もしも今後もこういったことを継続されるのなら、何かインタビューを行うことも視野に入れていただいてもいいのかなと思いました。

（３）成育医療等基本方針を踏まえた計画について
（事務局説明）
第３期津島市子ども・子育て支援事業計画に基づいて説明。

（４）共存園保育所の幼保連携型認定こども園への移行について
（事務局説明）
　共存園保育所　認定こども園化チラシに基づいて説明。

（５）その他
（事務局）
　本日は貴重なご意見ありがとうございました。ご意見いただいたものは、担当と共有させていただきます。回答できなかったものについては、担当と確認させていただいて今回の議事録と合わせて同封させていただきたいと思っております。
　次回の会議は、令和８年２月頃を予定しております。通知文を事前に送付させていただきますのでよろしくお願いします。




